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■会議録 

１ 開会 

 〇 午後３時００分、月井教育長が那須塩原市教育委員会会議規則第７条の規定に

基づき、令和４年第１２回那須塩原市教育委員会定例会の開会を宣言する。 

 

 〇月井教育長 

   それでは、令和４年第１２回那須塩原市教育委員会定例会を開会いたします。 

   次第に従いまして進めさせていただきます。 

 

２ 教育長挨拶 

 〇月井教育長 

   今年は台風の上陸等がなく、紅葉が例年にも増して美しかったと言われており

ます。その紅葉前線も市街地まで降りてきておりますし、一昨日は二十四節気の

「小雪」でもありましたので、いよいよ本格的な冬へと季節が進んでいくことと

思います。これから寒さも厳しくなるかと思いますので、委員の皆様方におかれ

ましても、ご自愛いただければと思います。 

   過日実施されました「なしお博」ですが、好天に恵まれまして二日間合計で 

５，８００人の来場者がありました。昨年度は自粛しておりました体験ブースは

もちろん、郷土芸能の発表会も同一会場で実施できましたし、飲食ブースにも長

蛇の列ができていたりして、コロナ禍前を思い起こさせるような盛況ぶりでした。

子どもたちや市民の皆様方の作品も展示され、那須塩原市全体の文化レベルの向

上に大きく貢献できたのではないかと思っています。 

   一方、今月は、３年ぶりに「公民館祭り」が実施されました。公民館ごとに、

コロナ禍の中で「どうすれば開催できるか」という観点で話し合いを続け、工夫

を凝らして盛り上がりを見せていました。 

 振り返りますと、１０月の国体から始まって、ここまで行事が目白押しで大変

忙しい日々が続いてきている状況でもあります。これから年末に向かって参りま

すので、じっくりと腰を据えながらも、次年度の予算編成も含めまして準備を着

実に進めてまいりたいと思います。 

さて、本日は、「令和４年度１２月補正予算（教育費関連）の概要について」

を含め議案が３件、報告事項が２件ございますので、効率的な審議ができますよ

うお願いいたしまして、私の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。    
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３ 会議録の承認 

 〇 月井教育長が令和４年第１１回定例会の議事録の承認を求め、田村委員及び遠

藤委員が内容に異議なく会議録に署名を行った。 

 

４ 教育長報告 

 〇月井教育長 

続きまして、次第の４「教育長報告」に入ります。ここで皆様にお諮りいた

します。本報告につきましては、特定の個人に関する情報が含まれております

ので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規

定に基づき、非公開といたしたいと思います。 

なお、非公開とする際は、出席委員の３分の２以上による議決が必要でござ

いますが、非公開とすることに御異議ございませんでしょうか。 

 〇委員全員 

   異議ありません。 

 〇月井教育長 

   それでは、全会一致でございますので、教育長報告は非公開とさせていただき

ます。 

 

  （省略～非公開） 

  （教育長報告終了） 

 

５  付議事件 

＜議案第３９号、議案第４０号について＞  

〇月井教育長 

次に次第の５付議事件に入らせていただきます。 

はじめに、お諮りいたします。議案第３９号及び議案第４０号「令和４年度

１２月補正予算（教育費関連）の概要について」は関連がありますので一括議

題としたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 〇委員全員 

   ありません。  

 〇月井教育長 

   異議なしということでありますので、議案第３９号及び議案第４０号を一括議

題といたします。事務局の説明を求めます。 

   はい、教育部長。 
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 〇教育部長 

【提案理由（議案第３９号）】 

   令和４年度那須塩原市一般会計補正予算（第８号）を令和４年１２月那須塩原 

市議会定例会議に上程するに当たり、その教育予算について教育委員会の意見 

を求める   

 －資料に基づき議案の内容を説明－ 

 

【提案理由（議案第４０号）】 

   令和４年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を令和４年１２月那須塩原 

市議会定例会議に上程するに当たり、その教育予算について教育委員会の意見 

を求める   

 －資料に基づき議案の内容を説明－ 

 

〇月井教育長 

   事務局の説明が終わりました。 

それでは、委員の皆様の御意見、御質問をお伺いいたします。 

いかがでしょうか。 

はい、臼井委員。 

 〇臼井委員 

   感想として申し上げます。 

   今回の補正予算のほとんどが施設の光熱費ということで、電気料の値上がりの

状況を見ますと理解できるところでございます。少々節電しても値上げに追い

つかない状況とは思いますが、グランドの夜間照明を煌々と点けている体育施

設がある一方、別の施設のグランドでは照明の半分だけ点灯させるなど節電を

している様子も見受けられます。施設を利用する方はもちろん職員の方々の意

識を高め、少しでも節電につながることを期待します。 

 〇月井教育長 

   はい、教育部長。 

 〇教育部長 

   教育委員会は、調理場、学校、スポーツ施設、公民館など多くの施設を所管し

ておりますが、児童生徒や利用者の方々に不便をお掛けするわけにはいきませ

んので、電気料金の値上がりについては大変悩ましい状況です。そのような中、

市役所全体として、令和４年１２月から令和５年３月まで、夜１０時以降の残

業はせずに消灯する取組を行います。どうしても夜１０時以降に残業をしなけ

ればならない場合は届出を必要とし、節電の意識を高めることとしています。 
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また、少しでも条件の良い電気料金の契約ができるよう、情報収集をしなが

ら対応を検討しているところです。 

 〇月井教育長 

   はい、臼井委員。 

 〇臼井委員 

   施設の照明のＬＥＤ化は進んでいるのでしょうか。 

 〇月井教育長 

   はい、教育部長。 

 〇教育部長 

   学校施設のＬＥＤ化は順次進めており、公民館や体育施設などはこれから着手 

する予定です。リース方式での導入を検討しています。 

 〇月井教育長 

   はい、臼井委員。 

 〇臼井委員 

   地域の方々は学校の様子が気になるようで、「夜遅くまで、職員室の電気が点

いている。」などという話を聞くことがあります。節電の取組は働き方改革にも

通じるところもあると思います。 

 〇月井教育長 

   節電の意識を高めて、しっかり取り組んでまいりたいと思います。 

   はい、田村委員。 

 〇田村委員 

   電気料の補正額について、いきいきふれあいセンターが２，８００千円、西那

須野公民館は１８千円、三島公民館は１，４６４千円となっています。規模の

大きないきいきふれあいセンターが多額なことは理解できますが、公民館によ

り金額に差がある理由について伺います。 

 〇月井教育長 

   はい、教育部長。 

 〇教育部長 

   三島公民館は付帯するホールがあるため多額になっているなど、施設の状況に

応じて差が生じております。 

 〇月井教育長 

   ほかに、御意見、御質問はございますか。 

 〇委員全員 

   ありません。  
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〇月井教育長 

それでは、議案第３９号及び議案第４０号「令和４年度１２月補正予算（教

育費関連）の概要について」は原案どおりとすることに御異議ございませんか。 

〇委員全員 

   異議ありません。 

〇月井教育長 

異議なしということでありますので、原案のとおり可決いたしました。 

 

＜議案第４１号について＞ 

 〇月井教育長 

次に、議案第４１号「公の施設の指定管理者の指定について」を議題といた

します。事務局の説明を求めます。 

   はい、生涯学習課長。 

 〇生涯学習課長 

【提案理由】 

   「那須塩原市黒磯文化会館」の指定管理者の指定について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、令和４年１２月

那須塩原市議会定例会議に上程するに当たり、教育委員会の意見を求める。 

   －資料に基づき議案の内容を説明－ 

 

〇月井教育長 

   事務局の説明が終わりました。 

それでは、委員の皆様の御意見、御質問をお伺いいたします。 

いかがでしょうか。 

   はい、臼井委員。 

 〇臼井委員 

   指定管理制度については、民間活力の導入や経費節減ということが目的だと思

いますが、文化会館は公益性や公共性の高い施設でありますので、文化振興公

社がお引き受けになるのは望ましいことと思います。 

 〇月井教育長 

   ありがとうございます。 

   ほかに、御意見、御質問はございませんか。 

 〇委員全員 

   ありません。  
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 〇月井教育長 

それでは、議案第４１号「公の施設の指定管理者の指定について」は原案ど

おりとすることに御異議ございませんか。 

〇委員全員 

   異議ありません。 

〇月井教育長 

異議なしということでありますので、原案のとおり可決いたしました。 

 

＜報告第３４号、報告第３５号について＞  

〇月井教育長 

続きまして、報告第３４号「区域外就学及び指定校変更について」及び 報告

第３５号「令和４年度準要保護児童生徒の認定について」は、関連がございま

すので一括して事務局の説明を求めます。 

   はい、学校教育課長。 

〇学校教育課長 

【報告理由（報告第３４号）】 

申請のあった区域外就学及び指定校変更について、審査結果を教育委員会に

報告する。 

－資料に基づき報告事項の内容を説明－ 

 

【報告理由（報告第３５号）】 

生活保護法第６条第２項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者

からあった準要保護認定の申請について、内容を審査した結果、準要保護者に

認定することに決定したので、教育委員会に報告する。 

－資料に基づき報告事項の内容を説明－ 

 

〇月井教育長 

  事務局の説明が終わりました。 

それでは、委員の皆様の御意見、御質問をお伺いいたします。 

いかがでしょうか。 

〇委員全員 

  ありません。 

 

 〇月井教育長 

   それでは、本日予定しておりました付議事件については、全て終了いたしまし

た。 
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   以上をもちまして、令和４年第１２回教育委員会定例会を閉会といたします。 

   ありがとうございました。 

                                    以上 

 


